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食料の需給の情報

国際的な食料事情に関する情報を一元的に収集・分析 中長期モデル予測分析

各担当部局が持つ省内外の情報の集約と分析

等とのネットワークを通じて、
世界的な食料の生産、消費、
在庫等に関する様々な情報
を収集

中長期分析モデルの開発

○ 食料輸入国として独自の世界食
料需給に関する中長期予測モデ
ルを開発

在外公館等から、各国の貿易における衛
生・検疫制度、関税制度等に関する情報を
収集

衛生・検疫制度や関税制度等の情報

中長期予測分析（ベースライン）

分析結果検証委員会の開催（分析結果の信頼性確保等のために外部の食料需給の専門家等による検証の実施）

世界や我が国の食料事情に関する共通認識の醸成を図り、食料安全保障に向けた各主体の取組を促進

・在外公館
・現地コンサルタント

・民間シンクタンク
・商社

緊急レポート（随時）

※迅速な情報提供が必要
な情報は、即時に発信

利用主体に即した情報（分析結果）の提供（平成２０年４月～）

月別レポート 四半期レポート

○ 世界全体の穀物等の短期需給見
通し、変動要因など

○ 民間事業者等専門家向けの詳細
情報

○ 世界全体の食料全般の短期需給見通し、
我が国の当面の食料供給の見通しなど

○ 一般国民に分かりやすい、視覚的に訴える
図表、指標等の情報

○ 世界全体の食料全般の中長期需給見通
し（我が国独自のモデルによるシナリオ分
析結果）など

○ 民間事業者、行政機関等専門家向けの
情報

年間レポート（総合分析書）

○ 国際的な食料需給のポイントについてレポートのエッセンスを図表等を主体に掲載

○ 食料自給率向上の広報媒体への情報掲載、オープンな会議での資料の配布等

海外からの食料調達等の円滑化

主に消費者など、
広く国民一般向け

想定される不安定要因ごとに様々なシ
ナリオを作成し、幅のある結果を分析

国民の食料供給問題への関心、重要性の
共通認識の醸成

食料関連施策の検討に活用

国際的な食料需給パンフレット【各種レポートのエッセンス】

ねらい ねらい ねらい
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食料自給率向上と不測時における食料安全保障の観点に立った供給面での重点的な取組

世界の食料需給をめぐる状況が大きく変化

平成２７年度の食料自給率４５％の実現と食料安全保障体制の確立へ

・中国やインド等の人口超大国の経済発展による食料需要の増大
・世界的なバイオ燃料の原料としての穀物等の需要拡大
・地球規模の気候変動の影響

･農産物の国際価格の高騰
・輸出国における食料の囲い込み
・農産物の輸出規制
・輸出国が特定の国に限定

消費面における取組 ○ 表示の適正化等による消費者の信頼確保 ○米を中心とする食生活の実践 ○食と農のつながりの深化

国際的な食料事情を踏まえ、国内農業の食料供給力の強化が必要

国産飼料に立脚した畜産の確立
日本の伝統的生産装置である水田
の維持・保全

需要に即した農産物の供給体
制の整備

Ｖ Ｖ

米利用の新たな可能性の追求

○ 我が国の水田機能の有効活用
を図るため、非主食用米の低
コスト・安定供給体制を整備
①飼料用米
②米粉等の加工食品用原料米
(パン・めん等)
③バイオエタノール原料米
④輸出用米
○ 食料と競合しない範囲におい
て、稲わら等のセルロース系
原料と併せ、バイオ燃料の原
料として利用するための研究
開発・モデル構築

農林水産業と食品産業等
との連携強化

Ｖ

飼料自給率の向上対策

○飼料作物作付面積２万haの増加
・青刈とうもろこし等の高栄養飼料の
作付や緑肥からの飼料作物への転換、
水田裏での飼料生産
・稲WCS等水田を活用した飼料作付面
積の拡大、飼用米利活用の円滑化、
多収米品種の開発と導入 等

○エコフィード利用量５万TDNトンの増
加
・配合飼料原料としての利用拡大によ
るエコフィードの広域利用
・地域の未利用資源の掘り起こし、人
材育成の拡大やエコフィード認証制
度の構築 等

○加工・業務用需要対応プラン（仮
称）の策定
・国産ニーズの高い野菜や畜産物等
の供給体制の整備を促進するため
のプランを策定
・同プランに基づき生産に取り組む
産地、農業経営等に対して重点的
に支援
○農商工連携関連法案に基づく取組
の推進
（例）農業者と食品加工業者や観光
業者等が連携し、高品質な地場農
産物を活用した新商品・新サービ
スの開発や需要の開拓

Ｖ

食料供給コストの縮減

○「食料供給コスト縮減アクショ
ンプラン」に基づく取組の推進
・大型包装農薬や輸入高度化成肥
料の大量かつ安定的な流通・販売
の推進
・担い手のニーズに応じ、機能を絞っ
た低価格農機の供給拡大
・電子タグ活用の作業体系の確立普
及、通い容器の普及促進
・生鮮、加工・業務用におけるニーズ
に適合した規格での供給拡大
・漁業生産資材費の低減、産地市場
の統廃合 等
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縮減対象となる縮減対象となる
コストの構造コストの構造
（例）（例） 農産物農産物

生産から流通までの
具体的な取組

生産から流通までの
具体的な取組

20年度は、アクションプランの具体的な取組のうち、

一層推進が必要な取組について重点化

＜アクションプランの主な取組＞

大型包装農薬や輸入高度化成肥料の大量かつ
安定的な流通・販売の推進
担い手のニーズに応じ、機能を絞った低価格農

機の供給拡大
電子タグ活用の作業体系の確立普及、通い容器
の普及促進
生鮮、加工・業務用におけるニーズに適合した規

格での供給拡大
漁業生産資材費の低減、産地市場の統廃合 等

＜アクションプランの主な取組＞

大型包装農薬や輸入高度化成肥料の大量かつ
安定的な流通・販売の推進
担い手のニーズに応じ、機能を絞った低価格農

機の供給拡大
電子タグ活用の作業体系の確立普及、通い容器
の普及促進
生鮮、加工・業務用におけるニーズに適合した規

格での供給拡大
漁業生産資材費の低減、産地市場の統廃合 等 生産経費生産経費

集出荷経費集出荷経費

卸売経費卸売経費

労賃労賃

小売経費小売経費

農機具費、肥料費、賃借料農機具費、肥料費、賃借料
共用施設等利用料金共用施設等利用料金 等等

物財費物財費

販売対策費販売対策費
系統手数料系統手数料 等等

人件費、運賃人件費、運賃 等等

人件費、運賃人件費、運賃 等等

「食料供給コスト縮減アクションプラン」に基づき、外部有識者からなる「食料供給コスト縮減検証委員会」
において、生産と流通の両面におけるコスト縮減に向けた取組の実施状況の検証を行いつつ着実に推進

食料供給コスト縮減

関係者がプラ
ンを実行

PLAN DO

PLAN DO
アクションプラ
ンを作成

プランの
点検・検証

新たなプラン
に反映

CHECKACTION

CHECKACTION

目標値：食料供給コストを５年で２割縮減 【21世紀新農政2006】

秋 実施状況の中間点検

年度末 実施状況の点検、

縮減の検証

食料供給コスト縮減の総合的な検証手法

統計データに基づき検証するほか、優良事例も

検証の一助とする。

原油価格や穀物価格の高騰等コスト上昇要因の

影響を考慮し、コスト縮減に向けた取組成果の的

確な評価に努める。

生産現場でのコスト縮減の取組事例等を取りまとめ

た「品目別生産コスト縮減戦略」の普及・活用

一層の省力化、資材の節減等を通じて生産コストの

縮減に資する農業機械の開発やレンタルサービス等

を通じた普及

食品流通における電子タグ等の新技術を活用したビ

ジネスモデルの構築等の推進

農協系統の経済事業改革について、生産資材価格

や流通コストの低減等を確実に実行し、改革の成果

が生産者とりわけ担い手に還元されるよう、その取

組の徹底
コスト縮減検証委員会

スケジュール

流通
段階

生産
段階
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両者の

整合性

ある推進

（
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
を
補
完
す
る

貿
易
促
進
の
手
段
と
し
て
推
進
）

ＷＴＯ農業交渉 ＥＰＡ交渉

多様な農業の共存
・開かれた貿易秩序とともに、食料安全保障の確保など

農業の多面的な機能も重要

・異なる条件下にある各国農業が維持・存続できる基盤

が必要

我が国農業の重要性を十分認識し、食料
安全保障や国内農業の構造改革の進捗
状況にも留意しつつ、各国・地域とのＥＰＡ
交渉に戦略的に取り組む

基本的姿勢
・ 我が国と相手国の実情を踏まえ、双方の利益が最大となる
ＥＰＡを実現

・ 市場アクセスの改善と協力を組み合わせ、相手国のニー
ズにきめ細かく対応
・ 国内農業への影響を十分踏まえ、「守るべきもの」はしっか
りと「守る」

・ 農産物・食品の輸出促進、食品産業の海外進出などの実現
を図る
・ 幅広い分野を含む総合的なＥＰＡの実現
（知的財産権の保護、食の安全の確保、地球環境問題への

対応等）

・ ＷＴＯ整合的かつ実現可能な関税撤廃率

・ 食料自給率の向上は、政府目標
・ 食料輸入の多元化等の必要性
・ ＷＴＯ交渉・体制及び開発途上国への影響

今後のＥＰＡの推進に
当たって留意すべき事項

・担い手の育成、国産品の高付加価値化等に
より、農業の国際競争力を強化
・農政改革の継続が可能となるよう、現実的
な貿易ルールが必要

国内農業の構造改革の推進

輸出国と輸入国のバランスの
とれた貿易ルールの確立

・輸入国には様々な規律が存在
する一方、輸出国への規律は緩
いため、バランスの回復が必要

途上国の開発への貢献

・途上国の事情に配慮した特別
な扱いなど、一定の措置が必要
・市場アクセス改善のみならず、
協力を組合せた支援も重要
（2005年12月の開発イニシアティ
ブ）
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（注１）韓国とは、２００４年１１月以降交渉が中断。

（注２）ＧＣＣ(湾岸協力理事会)加盟国：バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦。

交渉(５月～)

交渉(４月～)

★発効

（９月）

シンガポール

メキシコ

マレーシア

フィリピン

チリ

タイ

ブルネイ

インドネシア

ＡＳＥＡＮ全体

韓国（注１）

ＧＣＣ（注２）

ベトナム

インド

豪州

スイス

２００２年２００３年２００４年２００５年 ２００６年 ２００７年

☆署名
(１月)

★発効（１１月）

交渉（１１月～） ☆署名
(９月)

★発効（４月）

交渉（１月～） ☆署名
(１２月)

★発効(７月)

交渉(２月～)○大筋合意(１１月) ☆署名(９月)

交渉(２月～)

交渉（７月～）

交渉(６月～)

交渉（４月～）

交渉（１２月～）

交渉(９月～)

交渉(１月～)

交渉(１月～)

見直し交渉(４月～)

☆署名（６月）

発
効
・
署
名
・
大
筋
合
意

交
渉
中

☆署名（８月）

交渉(２月～) ☆署名

（３月）

★発効

（９月）

☆署名

（３月）

☆署名
（４月）

★発効

（１１月）

△妥結

（１１月）

○大筋合意

（８月）

２００８年

○大筋合意
(１２月)

○大筋合意
(１１月)

☆署名（４月）
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アフリカ開発会議（TICADⅣ）

アフリカにおける農林水産分野の支援アフリカにおける農林水産分野の支援

農業の生産性向上・生産拡大
農業の生産性向上・生産拡大農業の生産性向上・生産拡大

環境・気候変動問題対策
環境・気候変動問題対策環境・気候変動問題対策

「開発イニシアティブ」の推進
「開発イニシアティブ」の推進「開発イニシアティブ」の推進

○農業の生産性向上・生産拡大

・農業政策：総合的に取り組むための
政策策定

・稲作：低湿地での水田開発、ネリカ
の種子増殖・普及促進等
・かんがい：かんがい施設の整備・更

新を通じた農業用水の確保
・農民組織化：農産物流通や水管理の
ための農民組織化

○研究開発
・農作物：ネリカ稲の改良や乾燥耐性

作物の開発
・人材育成：日本人研究者の派遣や共
同研究を通じた研究者の育成

○持続可能な森林経営の推進
・社会林業等の推進：半乾燥地での農
地林造成への技術協力等

・熱帯林資源の把握：熱帯林資源把握
のための技術開発、人材育成

・違法伐採対策：木材貿易情報システ
ム等の確立

○持続可能な農業農村開発を通じた砂
漠化防止対策
・砂漠化防止対策：半乾燥地帯におい

て地域資源を利活用した対策
・研究開発：乾燥耐性植物の開発等

○アフリカの成長の加速化、持続的

成長、貧困削減等の観点から開発

イニシアティブを推進

・LDC無税無枠措置の拡大、「売れ

る農産物づくり」に向けた南南協

力、農協等のノウハウを活用した

組織づくり等の人材育成

・農業の生産性向上・生産拡大及び

環境・気候変動問題対策の重点分

野における人材育成

アフリカの持続的経済成長・貧困削減、環境・気候変動問題への対処アフリカの持続的経済成長・貧困削減、環境・気候変動問題への対処アフリカの持続的経済成長・貧困削減、環境・気候変動問題への対処

北海道洞爺湖サミット

○アフリカを含めた途上国の開発支援において、優良品種の育成、水田稲作、かんがいの普及、農民組織化の支援や砂
漠化対策の推進等を通じた農業生産性の向上の重要性につき、G8関係国で共通認識を醸成し、成果文書に反映

TICADで合意される行動計画を踏まえたアフリカ支援・世界の食料問題解決への貢献TICADTICADで合意される行動計画を踏まえたアフリカ支援・世界の食料問題解決への貢献で合意される行動計画を踏まえたアフリカ支援・世界の食料問題解決への貢献
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現 状

○世界的な日本食ブームの広がり
○アジア諸国等を中心とした富裕層の増加

○輸出の順調な伸び
・平成19年輸出実績：4,337億円（前年比＋16％）

・輸出額：過去５年間で約1,600億円増加

・本格的な取組を開始した平成16年以降の平均伸び率：14％

目 標 輸出額：平成25年までに１兆円規模

農林水産物等輸出促進全国協議会で官民が連携した
戦略的取組（｢総合的な輸出戦略｣）を推進

官民が連携した戦略的取組

今後の課題

○輸出環境の整備

・検疫協議の加速化 等

○品目別の戦略的な取組
・他の農林漁業者等にとって見本となる輸出ビジネスモデル戦略
の検討・策定

・品目ごとの工程表に基づく取組の進捗の検証と工程表の見直し

○日本食・日本食材等の海外への情報発信
・外国人オピニオンリーダー等に対する旬の高品質な日本食・日

本食材等の提供
・海外に日本食・日本食材等や日本食文化の魅力を伝えるＰＲイ
ベント等の開催 等

・「WASHOKU-Try Japan‘s Good Food」事業の実施
・北海道洞爺湖サミットの機会を活用した日本食・日本食材や日本食
文化の魅力のＰＲ

○意欲ある農林漁業者等に対する支援
貿易実務経験や専門的知見を有する者の活用をはじめとする戦

略的な取組に対する総合的な支援、国内外における展示・商談や

情報収集の場の提供 等
・「輸出オリエンテーションの会」（国内商談会等）の開催
・国際見本市への日本パビリオン設置、海外常設店舗の設置

・貿易実務経験や専門的知見を有する者（輸出プロモーター）の活用等、
明確な目標を設定し、戦略的に輸出に取り組む事業体の輸出拡大プロ
ジェクトの支援
・「農商工連携」の活用

H19   
4,337億円

H18
3,739億円

H17
3,310億円

H16
2,954億円

億円

10,000

4,000

3,000

輸出拡大目標 25年に１兆円規模

H25
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フードチェーン

生産段階 流通加工段階 消費段階

標準手順書に基づくリスク管理の推進標準手順書に基づくリスク管理の推進

科学的知見に基づく
試験項目の追加

農薬登録制度
の見直し

農薬登録制度
の見直し

③ 危害要因ごとのリスク低減対策をまとめた指針の策定③ 危害要因ごとのリスク低減対策をまとめた指針の策定

① 有害化学物質や微生物による食品汚染実態の調査① 有害化学物質や微生物による食品汚染実態の調査

② リスク低減のための技術体系の確立・開発② リスク低減のための技術体系の確立・開発

食
品
の
安
全
確
保

安全な農作物の
安定供給

④ リスク低減の取組の推進 (工程管理手法の導入推進)④ リスク低減の取組の推進 (工程管理手法の導入推進)

ＧＡＰの導入促進ＧＡＰの導入促進
食品製造業者における

ＨＡＣＣＰの導入促進

食品製造業者における

ＨＡＣＣＰの導入促進

中小規模の食品製造業者を

中心とした人材育成の支援

① 指針の策定・普及
② 農場指導員による
導入指導

畜産農場における
ＨＡＣＣＰ手法による飼養衛生管理の導入促進

畜産農場における
ＨＡＣＣＰ手法による飼養衛生管理の導入促進

① メリットの明確化
② 生産者の意識向上
③ 実需者の理解促進

5000農場で導入
（平成25年度まで）

2000産地で導入

（平成２３年度まで）

食品の安全性の確保、品質

管理の高度化

食品事業者による消費者の信頼確保食品事業者による消費者の信頼確保

自主行動計画の策定や計画
に基づく取組の要請

消
費
者
の
信
頼
確
保

食品表示に対する消費者の信頼確保食品表示に対する消費者の信頼確保

食品表示の適正化

自主行動計画を180団体以上で策定
（平成20年度）

①加工食品の原料原産
地表示の推奨

② 関係各省（食品表示連絡会議）、都道

府県（食品表示監視協議会）等との連携
③ 食品表示特別Ｇメンの設置、食品表示１１０番

の充実等を通じた食品表示の監視体制の強化
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「家族揃って夕ごはん」の推進
（ワークライフバランスの実現）

米飯学校給食の推進

「めざましごはんキャンペーン」の展開

朝ごはんビジネスの推進

４月の新入学生、新入社員等への
キャンペーン
６月の食育月間キャンペーン
新米時期等、夏～冬のキャンペーン

朝食向け新業態開発
新商品、新メニュー投入

米飯学校給食フォーラム及びメニュー講座の開催
ごはん給食紀行の展開
給食関係者への推進活動

新たなライフスタイルの提案
企業関係者への推進活動

「早寝早起き朝ごはん」
国民運動との連携強化

食料自給率が低下
昭和40年度73%→50年度54％

→平成18年度39%

米を中心とする食生活の推進が必要

特に

○ 若年層を中心とした朝食欠食率が高く
年々増加
（20代の単身世帯の約半数が朝食を欠食）
○ 米飯学校給食の実施回数の伸びが鈍化
（平成14年以降は週2.9回で横ばい）

米の消費量は食生活の変化により年々減少
昭和37年度118.3ｋｇ/人・年→

平成18年度61.0ｋｇ/人・年
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地産地消の推進 都市農業・農地の活用

【目標値】 学校給食における地場産物の使用割合（食材数ベース）

平成２２年度：３０％以上（平成１７年度：２４％）

直売所を中心とした取組の一層の推進

高齢・小規模農家等を生かした
少量多品目の生産体制の確立

○ 年間を通じた品揃えの充実

高齢者でも出荷できる巡回集荷
等の体制整備

○ 効率的な集荷体制の構築

地域の商工業、観光等との連携

○ 異業種との連携

「食」や「農」のつながりの深化

地域住民の農業
への理解の増進

食育の推進
地域農業、関連産業

の活性化
生産者と消費者の
結びつきの強化

【目標値】
約１２万区画（１５年度） → 約１５万区画（２１年度）

・都市的地域における市民農園区画数を６年で３万区画増加

都市住民に対する農業体験の場の提供

【都市農業の意義】

・ 都市農業は消費者と近接している

ため、農業のショー・ウィンドウ的

役割

・ 都市住民の身近に存在する都市

農業・農地を活用し、農に触れる

機会の提供

○ 都市部における

・ 農業体験農園の拡大

・ 農産物直売所の整備促進

○ 地域の農業及び学校給食関係者等

の連携体制づくり

相互理解を進め、地場農産物の安定供給
の体制づくりと活用を推進

地産地消の取り組みの
一層の推進

取組の
高度化

学校給食や企業の食堂等への地場農林水産物の活用の推進
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効率的かつ安定的な農業経営

他産業並みの年間労働時間で
他産業並みの生涯所得を確保し得る経営

家族農業経営 ３３万～３７万
集落営農経営 ２万～ ４万
法人経営 １万

（農業構造の展望（平成27年））

現 状

認定農業者数 ２３７，３７０（平成19年12月末現在）

集落営農数 １３，０６２（平成20年2月1日現在）

うち水田・畑作経営所得安定対策加入数（19年産）
認定農業者 ６７，０４５
集落営農 ５，３８６

・農業者大学校、道府県農業大学校、

就農準備校、農業法人でのＯＪＴ
など多様な就農ルートに応じた支援
・無利子資金の融通等の初度的支援

・他産業の経験を有する団塊世代の

参入支援
・高齢者による労働力補完等担い手支

援活動の助長

・農業法人等が障害者を雇用する際の

マニュアルの作成・普及

農業を支える多様な人材の確保農業を支える多様な人材の確保

・女性の起業活動の助長

水田・畑作経営所得安定対策の着実な推進水田・畑作経営所得安定対策の着実な推進

多様な農業経営の発展を促進多様な農業経営の発展を促進

異業種との提携等も活用した新規作物の導入、農産
物の加工販売、新たな販路の開拓等の取組への支援

担い手の着実な経営発展を促し我が国農業の食料供給力を強化担い手の着実な経営発展を促し我が国農業の食料供給力を強化

・ 経営改善計画達成状況

の点検と改善
・ 経営診断等を通じた経

営管理能力の向上（青色
申告、複式簿記
記帳の推進等） 等

認定農業者の経営改善認定農業者の経営改善

計画の達成に向けた支援計画の達成に向けた支援

平成19年12月に行った見直しの内容（市町村特認制度の創設、申請手続

の簡素化、交付金支払時期の前倒し等）を周知徹底しながら、着実に推進。

集落営農の組織化、集落営農の組織化、

経営状況に応じた支援経営状況に応じた支援

・ リーダーを中心とした組

織体制の充実
・ 新規作物の導入 等

担
い
手

の
確
保

経
営
安
定

経
営
発
展

農内外からの若者の就農促進

中高年の参画支援

女性の参画支援

障害者等の雇用環境の整備

法人経営のメリット

・経営管理能力の向
上

・幅広い人材（従業
員）の確保

・福利厚生面の充実

・経営継承の円滑化

・新規就農の受け皿

小規模・高齢農家も安心して
集落営農に参加できるよう支援

法人化への法人化への

取組を推進取組を推進
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◇ 農地を幅広い受け手が借りやすくなるよう、農地としての利用を担保しつつ、

貸借の規制を見直し

先進国最低水準の
食料自給率

我が国の
食をめぐる状況

昨今の
国際穀物価格の高騰

や
輸入食料品の

安全性への不安

食料安全保障の観
点から国内産の食
料供給の重要性へ

の関心の高まり

しかし、農業生産の
最も基礎的要素の農地は

面積の一貫した減少と
利用率の低下

＆
耕作放棄地の著しい増加
（埼玉県面積に匹敵）

・農地を借りたいがまとまっていないので借りづらい
・農地をまかせたいと思っても借り手がいない など

【現場の状況】

全耕作放棄地の

一筆毎の調査
状況の分類

それぞれの状況に応じた

きめ細やかな取組みと支援

貸付けによる
農地の有効利

用を図るため
の条件整備

優良農地の

確保

◇ 農用地区域からの除外の厳格化
◇ 病院・学校等の公共転用についても許可の対象へ など

【目標】 平成23年度を目途に農業上重要な地域を中心に耕作放棄地解消

【目標】平成21年度までに農地情報図の基盤となる地図を整備

◇ 農地を一旦引き受け、再配分する組織の活用

食
料
確
保
に
向
け
て
農
地
を
最
大
限
利
用
し
て
い
く
必
要

農地をより

貸しやすく、
借りやすくす
るための対応

◇ 経営の選択肢の拡大の観点からの長期賃貸借の導入等

◇ 耕作放棄地の解消に向けたきめ細やかな取組みの実施

◇ 農地情報図の整備

活用

活用

農地政策改革

【目標】 平成27年において効率的かつ安定的な農業経営が経営

する農地面積（全農地の7～8割程度）の7割程度を面的に集積

◇ 地域水田農業活性化緊急対策（緊急一時金）と毎年の産地づくり交付金を適切
に組み合わせ、麦・大豆・飼料作物等の生産や非主食用米の低コスト生産を着
実に定着させる取組を支援

良好な営農条件を備えた農地・農業用水の確保

生産調整の取組支援による水田の有効利用

農業生産の
基盤の整備

◇ 面的なまとまりを重視した農地の利用集積の加速化の契機となる基盤整備の推進

◇ 効率的な更新整備や保全管理による農業水利施設の長寿命化 など

主食用米の消費の減少傾向を踏まえ、全都道府県・全地域で、10年程
度先を見通した地域の水田農業のあり方、個別の農業経営のあり方等
を検討した上で、2008年産以降の生産調整の実効性の確保を目指す

全
体
の
改
革
が
平
成
21
年
度
ま
で
に
始
め
ら
れ
る
よ
う
順
次
具
体
化

土地改良長期計画（平成20～24年度）において以下のような政策目標を設定

・効率的かつ安定的な経営体の育成と質の高い農地利用集積

・農業用用排水施設のストックマネジメントによる安定的な用水供給機能等の確保
・農用地の確保と有効利用による食料供給力の強化 等

－14－
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イノベーションを先導する技術開発の加速化

知的財産の戦略的な創造・保護・活用

省エネルギー・省力・コスト低減に向けた技術開発 農林水産業の新たな可能性の開拓

新たな形質を持つ米の品種

カレーライス用として食味に優れる
コメ品種「華麗舞」 （左）

（右はコシヒカリ）

紫サツマイモによる新需要創造

肝機能改善作

用が期待でき

る色素アントシ
アニンに富む

品種アヤムラ

サキ

新たな資源作物の開発による

精糖業とエタノール生産の複合化

高バイオマス量
のさとうきび（左）

と従来品種（製
糖用）のさとうき

び（右）

医療・工業用新素材の創出

カイコ体内と絹

糸で医療用検査
薬の原料となる

有用タンパク質

を生産

効率的、安定的な農業経営の育成に資するため、栽培技術とロボット・ＩＴ

等の先端工学技術を組み合わせること等により、省エネルギー・省力・コスト

低減に向けた技術開発・普及を推進。

ＬＥＤの活用

不耕起直播栽培技術 育苗や田植えを省略した

不耕起栽培による労働時

間やコストの大幅な低減、
輪作体系における機械

の汎用化によるコスト低
減が期待

慣行の照明
設備に比べ、

省エネで植物

の生育調節
が可能

ロボットを活用した省力イチゴ栽培システム

収穫ロボットパック詰めロボット
イチゴ収
穫・調整作

業の多大な

労働の一部
代替が期待

技術革新をエンジンに、知的財産の活用により我が国農業の潜在力を発揮させ、競争力強化や地域振興、食料等諸課題解決に貢献
技術革新をエンジンに、知的財産の活用により我が国農業の潜在力を発揮させ、競争力強化や地域振興、食料等諸課題解決に貢献技術革新をエンジンに、知的財産の活用により我が国農業の潜在力を発揮させ、競争力強化や地域振興、食料等諸課題解決に貢献

知財保護の強化
知財保護の強化

とちおとめ 雪手亡
（いんげん）

ひのみどり
（いぐさ）

知財創造・活用の活発化
知財創造・活用の活発化

他分野との連携、知的財産実務
者等との情報交換・連携

共同研究促進、新研究分野
開拓、研究成果の実用化促進

○現場で開発された知的財産
の流通手法を開発

○農林水産知的財産ネットワーク
の構築

・技術の管理方法
・契約方法

・許諾料の相場
・移転相手とのマッ
チング方法等

海外での侵害事例の発生

目標値：育成者権保護の整備
平成２３年度までにＤＮＡ品種識別技術（４０種類）の実用化

目標値：機能性農産物等の新食品・新素材の市場規模を ５年で３倍超に拡大
→ ２２年度 ７００億円程度

・ 「東アジア植物品種保護フォーラム」を通じて
アジア諸国における品種保護制度の早期整備を働きかけ

・水際取締の強化のための
ＤＮＡ品種識別技術開発

○植物新品種等知財保護の強化

労働時間を

３割削減

２８時間（１０aあたり）

育苗
4時間

耕起
代かき
4時間

田植
4時間
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～人材への直接支援、農山漁村集落の再生、地域経済の活性化～

人材の育成

集落再生 地域経済の活性化

・シンポジウムや研修会の開催
・地域の合意形成の支援や有識者との交流
・アドバイザー、専門家等による指導や助言

地域を活
性化させ
る人材

・地域住民、都市住民、NPO、企業等の多様な主体を地
域づくりの新たな担い手としてとらえ、これらの協働
により、祭りや伝統文化の保全・復活、魅力ある地域
固有の景観づくりを支援 ・地域の主要産業である農林水産業と商業・工業

等の連携による相乗効果の発揮（農商工連携）

共同活動を行う区域共同活動を行う区域

土づくり、化学肥料･化学
合成農薬の低減

農道の草刈り ・中山間地域等の条
件不利地域への支援

人材祭り

景観 伝統・文化

新たな地域協働の形成

販売促進・新商品開発、
地域産業の技術革新の促進

【商品の開発・生産】

先進的営農活動を
行う区域

先進的営農活動を
行う区域

多面的機能の確保

過疎化・高齢化
の進展

農山漁村部では、
2000年から2025年
までに16%以上の大
幅な人口減少

（東京圏は2％程度）

豊かな田園環境の保全による活力ある農山漁村地域

・「農地・水・環境保全向上対策」による創意工夫を生かした
地域活動や環境負荷を低減する先進的な営農活動への支援

・都市と農山漁村の共生・
対流の推進

小学生が農山漁村で長期

宿泊体験を行う「子ども
農山漁村交流プロジェク

ト」の推進に向けた受入

体制の整備（総務省、文
部科学省等と連携）

農山漁村の現状

受入モデル地域

受入モデル地域を核として、
受入地域を全国的に拡大

【空き家・廃校の活用など】

将来的に全国の１２０万人（１学年
規模）の小学生の受入体制整備

○受入拠点施設の整備
に対する支援

○子ども達の宿泊体験
施設の整備等に対す
る支援

地域独自の取組で
受入地域の拡大

地域での話し合い

等に対する支援

【受入計画の作成等】

多面的機能の低下

地域の経済状況・
雇用に格差

耕作放棄地の発生防止

「立ち上がる農山漁村」や
「オーライ！ニッポン」等の
優良事例を分析・ネットワー
ク化

全国に発信・発展

-17-

各省連携して施策を推進

地元産小麦めんのパッケージ
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経
営
の
改
善

主
な
予
算
措
置

・ 農林水産業者と食品企業、

流通業者等との出会いの場
づくり
・ 経営相談や専門家派遣の
実施

・ 試作品開発・展示会出
展への支援
・ 産学官連携による実用
技術開発・事業化を支援

・ 空き店舗活用や輸出促

進などの販路開拓を支援
・ 地域ブランド化への支援

・ ＩＴを活用した生産、流通体制の構築など、異業種のノウハウを活用した農林漁業者の

経営の効率化、付加価値の創造等を支援

試作品開発／
展示会出展等

設備投資／生産拡大／
販売・需要開拓

事業計画
の作成

マッチング

農
商
工
等
連
携

促
進
法
案

農林漁業者

と中小企業
者が連携して
行う新商品開

発等の取組

農政局・

経産局等が

計画認定

設備投資に対する減税

小規模企業者等設備導

入資金の貸付率の拡大

政府系金融機関による低利融資

信用保証限度額の拡大等
農業改良資金等の対象者
拡大、償還期間延長等

農
商
工
連
携
の
強
化

地
域
経
済
の
活
性
化

商工業者等

農林水産業者

農商工連携88選
モデル的取組の積極的な紹介
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○ 野生鳥獣の生息分布域が拡大

（例：1978年～2003年にかけて、イノシシは1.3倍
に拡大）

○ 野生鳥獣による農作物被害額は中山間地
域を中心に全国で約２００億円

○ シカ等による森林被害、トド、カワウ等によ
る水産被害、クマによる人身被害も深刻化

○ 鳥獣被害は営農意欲の減退等をもたらし、

農山漁村の暮らしに深刻な影響

鳥獣被害の深刻化鳥獣被害の深刻化

・侵入防止柵の設置や追い
払い体制の整備等

【被害防除】

・県の計画に基づく個体数
管理、有害捕獲、狩猟 等

【個体数調整】

総合的な取組

人と鳥獣の棲み分けが重要

○ ①捕獲による個体数調整、②被害の防除、③鳥獣の生息環

境管理を基本とした総合的な取組が必要

鳥獣害対策の基本的な考え方鳥獣害対策の基本的な考え方 今後の展開方向今後の展開方向

被
害
の
広
域
化
・
深
刻
化
に
対
応
し
た
対
策
の
充
実
・
強
化

【イノシシの分布域の拡大】

赤：1978年のみ生息
黄：2003年のみ生息
緑：ともに生息

【生息環境管理】

・鳥獣の隠れ場所となる藪などの
刈払い、生息環境にも配慮した
森林の整備・保全活動 等

個体数調整

・捕獲の担い手の育成

・安全で効果的な箱わなの普及

・捕獲鳥獣の地域資源としての活用促進

・広域地域が一体となった防護柵の整備

・犬を活用した追い払い等被害防除技術の導入

・緩衝帯の設置

・広葉樹林の育成などの森林の整備・保全活動

被害防除

鳥獣被害防止特措法の成立(平成２０年２月２１日施行)

◎ 市町村による被害防止計画の作成を推進し、計画に

基づく取組を総合的に推進

◎ 市町村による被害防止計画の作成を推進し、計画に

基づく取組を総合的に推進

【鳥獣被害防止特措法の概要】
・農林水産大臣が被害防止施策の基本指針を作成
・基本指針に即して、市町村が被害防止計画を作成
・計画作成市町村に対する、地方交付税の拡充等の財政上の措置等

生息環境管理

・効果的な捕獲技術や被害防除技術の開発・普及
・被害防止マニュアルの作成・配布、人材の育成・確保等

関連対策

総合的な被害防止施策の推進

今後の展開
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食料供給と競合しない

日本型バイオ燃料の生産拡大
資源・エネルギーの地産地消を進める

バイオマスタウン構築の加速化

法案 農林漁業バイオ燃料法案の国会提出

税制 バイオ燃料税制の創設

予算 稲わら、間伐材等を原料とした現場実証

技術開発 バイオ燃料の原料となる多収作物の開発

法案 農林漁業バイオ燃料法案の国会提出

税制 バイオ燃料税制の創設

予算 稲わら、間伐材等を原料とした現場実証

技術開発 バイオ燃料の原料となる多収作物の開発

バイオマスタウン構想策定の加速化

・広域（数市町村単位）モデルの構築
・バイオマスアドバイザー等による推進活動の展開

バイオマスタウン構想策定の加速化

・広域（数市町村単位）モデルの構築
・バイオマスアドバイザー等による推進活動の展開

バイオマスタウンのメリット措置の強化

・環境融資を受けやすい条件などの検討
・CO2削減効果の評価と表示・支援策の検討

バイオマスタウンのメリット措置の強化

・環境融資を受けやすい条件などの検討
・CO2削減効果の評価と表示・支援策の検討

300地区の目標（平成22年度）に向け
全力で取り組む（20年３月末現在：136）

欧米、ブラジルの制度を踏まえ、
国内制度を検討

２０１１年
(H23年)

５万ＫＬ

２０１１年
(H23年)

５万ＫＬ

２０３０年頃
大幅な生産拡大

＊農林水産省試算 ６００万kl

２０３０年頃
大幅な生産拡大

＊農林水産省試算 ６００万kl

現在

３０ＫＬ

現在
３０ＫＬ

① 収集・運搬コストの低減

② 資源作物の開発

③ エタノール変換効率の向上

技術開発技術開発 制 度制 度

・糖質（さとうきび糖みつ 等）

・でんぷん質（くず米 等 ）

・糖質（さとうきび糖みつ 等）
・でんぷん質（くず米 等）

・セルロース系
（稲わら、間伐材 等）

・資源作物

・セルロース系
（稲わら、間伐材 等 ）
・資源作物

原料と生産可能量原料と生産可能量

バイオ燃料の利用率の向上

国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表
（19年２月）

国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表
（19年２月）

工程表の実現

日本全国津々浦々で普及活動を実施し、国民運動として展開

北海道洞爺湖サミットに向け、アジア諸国に日本の取組をアピール

（規格外農産物等）
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農林水産分野における地球温暖化対策の課題

○農林水産省地球温暖化対策総合戦略を策定（H19.6） ○ ポスト京都に向け、地域全体で を削減する新た

な方策づくりが急務（クールアース５０に向けた取組）

○原油などエネルギー高騰への対応
○国民のライフスタイルの変革による自律的な省

の取組の促進

今後の推進方向

→ 京都議定書の６％削減約束の達成に向けて、森林吸収源対策や農林水産分野
の排出削減対策を加速化させるとともに、地球温暖化適応策及び国際協力を推進

農林水産省地球温暖化対策総合戦略の改定により、「農山漁村における低炭素社会の実現に向けた取組」、
「省CO2効果の「見える化」の推進」を戦略に追加し、農林水産分野における地球温暖化対策を強化

地球環境の保全に積極的に

貢献する農林水産業を実現

◆森林における吸収量の確保に加え、農業分野からのメタン等の排出
削減、農地のＣＯ２

◆農山漁村地域に賦存する資源・エネルギーを最大限に有効活用し、
地域全体でＣＯ２を削減する取組を推進

CO2

投
入

大気中のCO2は植物
の体(有機物)となる！

エサ

たい肥

光合成

投
入

投
入

投入＞放出の場合、
炭素が土壌に蓄積

⇒大気中のCO２が減少！

分解されにくい状態の炭素化合物（腐植物質）

有機物

放
出

【農地におけるＣＯ の吸収・排出（概念図）】

・

・

・ 下水や家畜排せつ物の消化ガス発電・

熱利用

・ 廃棄物発電・排熱 ・ 雪氷の冷熱

・ バイオエタノール、バイオディーゼル、

木質ペレット等

・ 農林水産業での電気自動車

・ 漁船の電気推進

・ 施設園芸の加温

・ 穀物の低温管理

・ 食品産業等でのバイオ燃料

利用

【地域の低炭素型エネルギーの利用を需給両面から推進（取組の例）】

① 農山漁村地域における低炭素社会の実現に向けた取組

②省ＣＯ２効果の「見える化」の推進

◆ ＣＯ２排出量の実態把握、効果的な表示方法・算定方法等の検討 ◆低炭素社会づくりに向けた国民運動の推進

農林水産分野における地球温暖化対策の課題

○農林水産省地球温暖化対策総合戦略を策定（H19.6） ○ ポスト京都に向け、地域全体でＣＯ２

○原油などエネルギー高騰への対応
○国民のライフスタイルの変革による自律的な省ＣＯ２

今後の推進方向

→ 京都議定書の６％削減約束の達成に向けて、森林吸収源対策や農林水産分野

農林水産省地球温暖化対策総合戦略の改定により、「農山漁村における低炭素社会の実現に向けた取組」、
「省ＣＯ２効果の「見える化」の推進」を戦略に追加し、農林水産分野における地球温暖化対策を強化

◆森林における吸収量の確保に加え、農業分野からのメタン等の排出
吸収源としての機能向上に向けた取組を推進

◆農山漁村地域に賦存する資源・エネルギーを最大限に有効活用し、

CO2

投
入

大気中のＣＯ２は植物
の体(有機物)となる！

エサ

たい肥

光合成

投
入

投
入

投入＞放出の場合、
炭素が土壌に蓄積

⇒大気中のCO２が減少！

投入＞放出の場合、
炭素が土壌に蓄積

⇒大気中のＣＯ２が減少！

分解されにくい状態の炭素化合物（腐植物質）

有機物

放

出

【農地におけるＣＯ２ 】

・

・

・ 下水や家畜排せつ物の消化ガス発電・

熱利用

・ 廃棄物発電・排熱 ・ 雪氷の冷熱

・ バイオエタノール、バイオディーゼル、

木質ペレット等

・ 農林水産業での電気自動車

・ 漁船の電気推進

・ 施設園芸の加温

・ 穀物の低温管理

・ 食品産業等でのバイオ燃料

利用

【地域の低炭素型エネルギーの利用を需給両面から推進（取組の例）】

① 農山漁村地域における低炭素社会の実現に向けた取組

②

◆ ◆低炭素社会づくりに向けた国民運動の推進

Ｈ２０年６月頃

農業用水を活用した小水力発電

農林水産業関連施設等を活用した太陽光・
風力発電
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生物多様性戦略の実践と加速化

国民・消費者等納税者に農林水産業への理解の促進

生きもの認証マークの創設
（Ｈ２１予算要求）

○国民・消費者に、生物多
様性の観点からアピール
例えば、コウノトリがいる

水田からとれた米など

農林水産生物
多様性学会

○
取組について理解の

関係を
開発

藻場・干潟の
保全活動支援

○市民等の参加に
よる藻場・干潟保
全活動の向上

反映

生物多様性戦略の実践と加速化

○ ○ ○

○

○
性指標の開発

・間伐等適切な森林の整備・

・優れた自然環境を有する

保全・管理 等

○田園地域・里地里山の保全 ○森林の保全

○里海・海洋の保全

・生物多様性に配慮した生産基盤整備

（環境との調和に配慮した水路）等

（鳥獣の隠れ場所となる農地に接する
刈り払い）等

・有機農業をはじめとする環境保全型

（冬期湛水による生物多様性保全）等

○ 森・川・海を通じた生物
多様性保全の推進

○ 遺伝資源の保全と持続可能
な利用の推進

○ 農林水産業の生物多様性
指標の開発

・藻場・干潟の

・生物多様性に配慮した海洋

資源の保存・管理 等

生物多様性の保全を重視した農林水産業を強力に推進するための指針として位置づけるべく戦略を策定

生きもの認証マークの創設
（Ｈ２１予算要求）

例えば、コウノトリがいる

水田からとれた米など

取組の普及促進
方策の検討

農林水産業と生物多様性の関係を

定量的に計る指標の開発

藻場・干潟の保全
活動方策の確立

○市民等の参加に
よる藻場・干潟保
全活動の向上

生物多様性戦略の実践と加速化

生きもの認証マークの創設
（Ｈ２１予算要求）

○国民・消費者に、生物多
様性の観点からアピール
例えば、コウノトリがいる

水田からとれた米など

農林水産生物
多様性学会

生物多様性保全の

浸透

関係を
開発

藻場・干潟の
保全活動支援

○市民等の参加に
よる藻場・干潟保
全活動の向上

平成２２年(2010年)平成２２年(2010年)第１０回締約国会議において、日本から生物多様性保全に関するグローバルスタンダード平成２２年(2010年)平成２２年（2010年）第１０回締約国会議において、日本から生物多様性保全に関するグローバルスタンダード
となるツールを発信！

反映

生物多様性戦略の実践と加速化

○ ○ ○

○

○
性指標の開発

・間伐等適切な森林の整備・保全

・優れた自然環境を有する森林の

保全・管理 等

○ 田園地域・里地里山の保全 ○ 森林の保全

○里海・海洋の保全

・生物多様性に配慮した生産基盤整備

・鳥獣被害対策

（鳥獣の隠れ場所となる農地に接する藪などを
刈り払い）等

・有機農業をはじめとする環境保全型農業の推進

○ 森・川・海を通じた生物
多様性保全の推進

○遺伝資源の保全と持続
可能な利用の推進

○農林水産業の生物多様性
指標の開発

・藻場・干潟の造成・保全

・生物多様性に配慮した海洋生物

資源の保存・管理 等

生物多様性戦略の着実な推進

農林水産省生物多様性戦略
（平成１９年７月策定）

生きもの認証マークの創設

例えば、コウノトリがいる

水田からとれた米など

取組の普及促進
方策の検討

農林水産業と生物多様性の関係を

定量的に計る指標の開発

藻場・干潟の保全
活動方策の確立

○市民等の参加に
よる藻場・干潟保
全活動の向上

国民・消費者等に農林水産業への理解の促進

農林水産業に資する指標生物の生息状況を

把握することなどにより判断



24－ －

「環境ショーケース」

洞爺湖周辺の市町村が

バイオマスタウン構想を策定

※洞爺湖町（公表済み）、
白老町（公表済み）、壮瞥町、
伊達市（公表済み）、豊浦町

日本型バイオ燃料の生産拡大

バイオマスタウンの展開

我が国が先頭に立って

日本型バイオマス利活用
を世界にアピール

環境負荷が少ない環境負荷が少ない

地産地消型地産地消型

◆バイオディーゼル燃料車でめぐる
「洞爺湖地域バイオマスツアー」の実施

◆環境総合展（札幌ドーム）で我が国の
バイオマス利活用をアピール

魅せる！日本のバイオマス利活用

洞爺湖地域全体でバイオマスタウン構想を構築

◆ バイオマスタウン、日本型バイオ燃料の生産拡大につい
て、パネル等によりわかりやすく説明

◆ 間伐材、バイオマスプラスチック等バイオマス製品を使用

国際シンポジウムの開催

H20.2 タイにおいて国際バイオマスシンポ

ジウムを開催

我が国の人材、技術などを、アジア地域

へ展開し、地球温暖化対策に貢献

食料・飼料と競合しない食料・飼料と競合しない

環境・資源対策


